
質問 回答
①　共同企業体による応募について
災害廃棄物に関する多数の自治体研修実績を有するＡ社と、
災害廃棄物に関する仮置場設置訓練を含む豊富な自治体研修
実績を有するＢ社による共同企業体での参加を検討しており
ますが、共同企業体による応募は可能でしょうか。共同企業
体を組むことで２社の実績と長所を活かし、より充実した業
務への対応ができる体制で臨むことができると考えておりま
す。

グループによる応募も可能です。
この場合、
・代表団体を決めて応募してください。代表団体は主要な業務を担うも
のとします。
・グループ応募の場合、提出書類については、全ての構成員に係るもの
として提出してください。
・グループ応募の構成員のうちに応募資格を満たさない者がある場合
は、応募は無効です。

②  再委託について
本業務の一部を再委託することは可能でしょうか。

再委託も可能です。この場合、企画提案書に　①再委託業務の内容、②
再委託先の選定方法、③受託者への指導体制、を明記してください。

③  提案書の添付資料について
提案書は10頁程度となっておりますが、図表等を添付資料と
して添付することは可能でしょうか。

図表等は提案書本文に組み込まず、添付資料として別添としても構いま
せん。（最大5枚程度とする）
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